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津市隣保館運営審議会会議録 

１ 会議名 令和５年度第１回津市隣保館運営審議会 

２ 開催日時 
令和５年７月２７日（木曜日） 

午前１０時から午後１２時１５分まで 

３ 開催場所 津図書館 ２階視聴覚室 

４ 出席した者の氏名 

（津市隣保館運営審議会委員） 

石川博之 梅林慶文 大橋加代子 岡山勉 金子清志 

小島広之 齋藤好信 西田保男 福田信男 藤本正治 

古川和也 前川佳子 前川正和 村林秀紀 山川稔也 

山中順子 

（事務局） 

市民部長 南条弥生 ／市民部次長 平井徳昭 

人権課 調整・人権担当主幹 渥美博 

人権担当主幹 岸岡康成 ／ 主事 田端祐美 

久居総合支所生活課 人権啓発担当副主幹 末石豪士 

芸濃総合支所地域振興課 人権啓発担当副主幹 駒田雅司 

美里総合支所地域振興課 人権啓発担当主幹 西出和司 

川合文化会館 館長 西本和史 

白山総合支所地域振興課 人権啓発担当主幹 大橋律子 

美杉総合支所地域振興課 人権啓発担当副主幹 前田憲一 

 

５ 内容 

１ 隣保館事業の概要について 

２ 令和４年度隣保館活動報告について 

３ 令和５年度隣保館事業計画について 

４ その他 

６ 公開又は非公開 公開 

７ 傍聴者の数 ０人 

８ 担当 

市民部人権課人権担当 

電話番号 ０５９－２２９－３１６６ 

Ｅ-mail  229-3165@city.tsu.lg.jp 
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・議事の内容   下記のとおり 

事務局(岸

岡) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おはようございます。定刻となりましたので、ただ今から令和５

年度第１回津市隣保館運営審議会を開催させていただきます。 

委員の皆様には、大変お忙しい中、ご出席いただき、誠にありが

とうございます。議事に入るまでの、進行を務めさせていただきま

す津市市民部人権課の岸岡と申します。どうぞよろしくお願いしま

す。座って進めさせていただきます。 

まずはじめに、本日の審議会の資料の確認をさせていただきま

す。 

まず、事前に送付させていただいております、「令和５年（２０

２３年）度 第１回津市隣保館運営審議会」という５６ページの冊

子が一部お手元にお持ちでしょうか。それと、その冊子の資料の一

部内容修正による差し替え資料として、冊子の１ページ、及び２ペ

ージの資料を１部ずつ配付させていただいております。 

冊子１ページの「令和５年（２０２３年）度 第１回津市隣保館

運営審議会事項書」につきましては、事前送付させていただいた資

料に、今回の審議会では、会長及び副会長の選任が不要にもかかわ

らず、誤って事項に入れており事項書の差し替えの案内をさせてい

ただきました。委員の皆様にはご迷惑をお掛けし申し訳ございませ

んでした。今回さらに、その他の項において、事務局からの報告事

項を追加させていただいたので、大変申し訳ございませんが、再

度、差し替えの資料として配付させていただいております。 

冊子２ページの「津市隣保館運営審議会委員名簿」につきまして

は、委員各位に資料を送付した後に審議会委員の異動がありました

ので、その差し替えの資料となります。 

続いて、令和５年２月７日付の隣保館の活性化に向けた運営方針

が１枚。 

以上が本日の審議会で使用します資料となります。揃っておりま

すでしょうか。よろしいでしょうか。 

続いて、審議会委員の方に異動がございましたのでご報告いたし

ます。審議会資料の２ページ「津市隣保館運営審議会委員名簿」を

ご覧ください。前回の審議会から異動のあった方について、報告さ

せていただきます。 

№１の津市社会福祉協議会会長の石川博之 委員 

№４の津市自治会連合会幹事の浦出寛治 委員 

№12 の長谷山市民館運営委員会委員長の齋藤好信 委員 

№17 の津市立幼稚園長会会長の前川佳子 委員 

№18 津人権擁護委員協議会津地区委員会人権擁護委員の前川正和 

委員 
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南条部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局(岸

岡) 

 

 

 

 

№21 津市保育所施設長連絡協議会の山中順子 委員 

それぞれがご就任をいただいております。どうぞよろしくお願いい

たします。 

続きまして、事務局である市民部人権課でございますが、令和５

年４月の人事異動によりまして、人権課長に塚田、調整・人権担当

主幹に渥美、担当に田端が着任しております。なお、塚田人権課長

につきましては、体調不良により欠席しています。 

また、隣保館長につきましては、資料の３ページ「隣保館施設一

覧」の下から２行目に館長名を記載させていただておりますが、隣

保館長におきましては、櫛形市民館長に小柴、雲出市民館長に植

谷、榊原市民館長に田中、白山市民館長に西谷が４月から新しく館

長となりましたのでご報告させていただきます。 

それでは開会にあたりまして、南条市民部長からご挨拶を申し上

げます。 

 

 市民部長の南条でございます。平素は本市の隣保館の運営に、ま

た市政全体に対して多大なるご理解とご協力をいただきありがとう

ございます。審議会の開催にあたりまして一言ご挨拶させていただ

きます。 

 先週から子どもたちは夏休みに入り、コロナが５類に移行した初

めての夏となっております。花火大会や祭り等が復活した反面、水

の事故も多く聞かれます。これまでコロナの影響で制限があり、

３・４年ぶりに再開する行事も多くなっております。そういったと

きにとまどいがあり、改めて繰り返し繰り返し行うことで自然と身

につくということを実感しております。 

 さて、本日は今年度第１回の審議会ということで、令和４年度の

隣保館の活動報告、令和５年度の隣保館事業計画を主な議題として

おります。隣保館は地域課題を把握し、その解決に向けて人権啓発

や相談事業に取り組み、また住民福祉の視点から地域住民が利用し

やすい開かれたコミュニティセンターとしての役割を担っていま

す。皆さまから遠慮なくご意見をいただければと思いますのでどう

ぞよろしくお願いします。 

 

 続きまして、議事に入ります前に、本日、２１名の委員のうち１

６名の方が出席していただいており、委員の過半数以上の出席がご

ざいますので、津市隣保館の設置及び管理に関する条例第１９条第

２項の規定に基づき、会議が成立していることを報告いたします。 

それでは、議事を進めさせていただきます。 
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村林会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各委員 

 

村林会長 

 

 

 

事務局(岸

岡) 

 

 

 

村林会長 

 

各委員 

 

村林会長 

 

 

 

事務局(岸

岡) 

 

 

 

 

 

条例第１９条第１項の規定によりまして、村林会長に議長職をお

願いしたいと思います。村林会長、よろしくお願いいたします。 

 

皆さんおはようございます。議長を仰せつかりました村林でござ

います。どうぞよろしくお願いします。 

本年度第１回目でありますが、議事進行に当たりましては、皆さ

んの活発な御議論をいただきながら、議事を進めてまいりたいと考

えておりますので、よろしくお願いいたします。 

また、会議の進め方でございますが、それぞれの議題について、

事務局から説明をいただき、その後、委員の方々からご意見等をい

ただく形で進めさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょ

うか。 

 

 異議なし。 

 

 ありがとうございます。それでは、そのように進めてまいりま

す。事務局から、あらかじめお話いただくことは何かございます

か。 

 

 当審議会の会議録の作成のため、事務局におきまして、会議を録

音させていただきます。 

 また、今回、会議録へのご署名は、梅林委員と大橋委員の２名の

方にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

 委員の皆様いかがでしょうか。 

 

 異議なし。 

 

 ありがとうございます。それでは、そのように進めさせていただ

きます。 

事務局、他にありますか。 

 

当審議会の公開についてでございますが、本市における審議会の

会議の公開については、津市情報公開条例第２３条において、個人

の情報などの不開示情報が含まれる事項について審議等を行う場合

や会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に著しい支

障が生じると認められる場合を除き、会議は原則公開とする旨規定

しております。このことから、当審議会の会議につきましては、

「個人の情報」などが含まれる審議等以外につきまして、原則公開
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村林会長 

 

 

 

各委員 

 

 

村林会長 

 

 

 

 

 

平井次長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

する方向で取り扱うことになりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 

 事務局の説明にありましたように「個人の情報」などが含まれる

審議等以外につきまして、原則として公開となりますがよろしいで

しょうか。 

 

 異議なし。 

 

 

 ありがとうございます。それでは、会議の公開につきましては、

そのようにさせていただきます。 

 では、議事に入ります。本日配付いただきました事項書に沿って

進めてまいりたいと思います。事項書の２番、事項（１）の隣保館

事業の概要について、事務局の説明を求めます。 

 

 失礼いたします。市民部次長の平井でございます。 

 本来ですと人権課長からご説明させていただくところですが、体

調不良により欠席をしておりますので、私次長が代わって説明させ

ていただきますのでどうぞよろしくお願いを申し上げます。それで

は失礼いたしまして、着座にてご説明をさせていただきます。 

 それでは、事項（１）の隣保館事業の概要についてご説明させて

いただきます。初めて今回ご出席いただく委員さんも見えますの

で、恐れ入りますが改めてご説明をさせていただきます。 

お手元の資料につきましては４ページでございます。４ページの

隣保館事業の概要についてでございますが、隣保館は、社会福祉法

に基づく隣保事業を実施する施設として活動しております。厚生労

働事務次官通知におきまして、国が予算措置を行う事業等が定めら

れており、津市においては、「津市隣保館の設置及び管理に関する

条例」及び「人権が尊重される津市をつくる条例」で、隣保館の事

業、人権が尊重される津市をつくるため、必要な事項を定めている

ところでございます。 

次に、４ページの「隣保館の目的及び実施事業について」でござ

います。中盤からのところでございます。まず（１）の目的でござ

いますが、地域社会全体の中で、福祉の向上や人権啓発の住民交流

の拠点となる開かれたコミュニティセンターとして生活上の各種相

談事業や人権課題の解決のための各種事業を総合的に行うこととさ

れております。続きまして（２）の事業でございますが、隣保館は

次の基本事業を行うほか、地域の実情に応じて特別事業を行うこと
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村林会長 

 

 

 

 

 

平井次長 

 

 

 

村林会長 

 

 

 

 

平井次長 

 

とされておりまして、その下のアの基本事業は（ア）から（カ）ま

での６事業、そしてイの特別事業について、（ア）から（ウ）まで

の３つの特別事業を行うものと定められているところでございま

す。 

次に５ページでございますが、津市隣保館の設置及び管理に関す

る条例においては、（１）設置といたしまして、市民の健全な文化

生活を育成し、社会福祉の増進を図ることを目的としまして、

（２）の事業の中では、アの基本事業の６事業と、イの特別事業の

３事業を定め、６ページでございますが、人権が尊重される津市を

つくる条例においては、同和問題を始めとするあらゆる人権に関す

る問題の解決に向けた取り組みを推進し、人権が尊重される明るく

住みよい社会の実現を図ることを目的として施策を推進するものと

定めているところでございます。 

最後に６ページの４隣保館の役割でございますが、津市が人権が

尊重される社会づくりに関する施策を積極的に推進するものであり

まして、隣保館はその目的のための地域拠点施設として、地域に密

着したコミュニティセンターとしての役割と部落差別の解消に関す

る施策の実施など、各種人権課題の解決に資するための役割を持っ

て活動を推進していくものであると定めているところでございま

す。 

隣保館事業の概要については、以上でございます。 

 

 ありがとうございました。ただいま説明がありましたが、ご質問

等がございましたら、お願いします。よろしいでしょうか。 

 すみません。「隣保館の活性化に向けた運営方針」というのは、

この下に続くものなのですか。それともどういう形を考えておられ

るでしょうか。 

 

 それにつきましては、確かにこの中が大きく基本になっていま

す。その下にそれぞれ続いていくものというふうに事務局としては

考えております。 

 

 ここでお聞きしていいか分からないのですが、その運営方針は今

方針なのでこれを具体的に進めていくためにどういう形でっていう

のは、その部分は無いのですか。それとも何らかの形で隣保館には

下りてるのでしょうか。 

 

 運営方針につきましては、本日お配りしました資料の中に一枚、

「隣保館の活性化に向けた運営方針」という資料が挟まっていま
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村林会長 

 

 

 

平井次長 

 

 

 

 

 

 

 

村林会長 

 

前川委員 

 

村林会長 

 

前川委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

す。ございますでしょうか。事項書の新しいものと、委員さんの新

しい名簿、それからもう一枚「隣保館の活性化に向けた運営方針」

というものをお配りさせていただきました。本日お配りしたもので

すので、事前にお配りしたものではございません。 

 会長のご質問のようにこの運営方針でございますが、前回の令和

５年の２月の審議会の方でご審議を賜ったものでございますが、こ

の運営方針につきましては、それぞれ方針として大きな柱とお考え

いただきまして、それぞれこれに基づいた事業そのものについて

は、それぞれ隣保館の方でお引き受けといいますか、隣保館もしっ

かりと理解をした上でそれぞれの事業を推進しているということで

ご理解いただきたいと思います。 

 

 ごめんなさい、同じことを言うかもしれませんが、隣保館がそれ

ぞれこのことを基にして考えて運営をしてくださいということでよ

ろしいでしょうか。 

 

 はい、その通りでございます。隣保館につきましても、それぞれ

地域の実情等もございますし、それぞれのやり方というものもござ

いますので、事務局としてこうしなさいああしなさいということは

ございませんけれども、先ほども申し上げましたが６つの事業とそ

れから３つの特別事業、これを基本としていただきまして、それぞ

れの隣保館がお考えいただいた上で、地域に根ざしたというか基づ

いた事業をやっていただくというところでございます。 

 

 ありがとうございます。 

 

 よろしいですか。 

 

 はい。 

 

 人権擁護委員の前川ですが、例えばここの「相談体制の充実」と

いう項目があるのですが、この項目についてもう十分だと事務局は

考えられているのか、それともこんな課題があると考えられている

のか。そこらへんについてはどうなのですか。それぞれのところで

津市全体を見回した段階でどんな課題があって、どんなことが充実

しなければいけないのかというあたりは持ってみえないのですか、

それとも持ってみえるのか。持っているのであれば、説明していた

だきたいと思います。 
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平井次長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前川委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平井次長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 はい、分かりました。恐れ入ります。ご質問賜りましたのは、

「相談体制の充実」について課題をどのように捉えているかという

ことでございますが、当然のことながら「相談体制の充実」につい

て、しっかりと充実していると事務局は考えているものではござい

ません。当然それぞれの地域の中、特に館の中では、当然のことな

がら人員的なもの、それからそれぞれの館の職員さん以外にいろん

な私ども職員も含めて、スキルアップも必要であるというふうに思

っております。その相談に基づいたシーンをどのようにしていくか

というところをしっかりと持っていかなければならないと考えてい

るところでございます。それにつきましては、それぞれ私ども事務

局と館が連携しながら進めていくというふうに、それぞれの機関に

通じて説明させていただくとか、協議をさせていただくところでご

ざいます。 

 

 だからどうしていこうというような方針というのはないわけです

か。例えば、相談事業について言えばスキルアップというものをそ

れぞれが館でしてもらわなければならない。だから県でやっている

相談事業の講演会とかそんなのに何回ぐらいは参加しなければなら

ないとか、そのような働きかけもないわけですよね。パーッと資料

としてこんなのやってますよというようなのを連絡するだけで、都

合がよかったら出てください。そういうような取り組みではたして

スキルアップができるのか。それからいろんな課題があって、例え

ば８０％の人が一回も人権講演会とか研修会に出たことがないとい

う結果がありませんか。そういう結果を踏まえて隣保館としてどう

していったらいいのかという方針だとか取り組みの、「津市でこん

なことをしていってください」というようなことは何もないんです

か。 

 

 そういうことではございません。前川委員が仰るように、隣保館

としてスキルアップをするにはどうするか。これは仰るように研修

に参加したりとか、いろんなことで知識を向上していくということ

でありますので、それにつきましては当然のことながら「あるので

行ってください」ということではなしに、それぞれが皆意識を持っ

ていきましょうということはこちらの方からも。ただ「何回行きな

さい」というのは、館としてのこともあると思いますので、そこま

で言及しているものではございませんけれども、やはりそれぞれの

館がきちんとその部分は理解した上で、総合支所と連携しながら考

えを持ってやっていくというところは、それぞれが市として、特に

今回津市の人権施策基本方針を改めましたけれども、そういった中
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でもそういうところはしっかりと記載をさせていただいています。

また、仰っていただきましたように人権講演会への参加者が少ない

というところですが、これについては津市全体としてはいろんなや

り方を考えていこうと。特に今はコロナということもあって。ま

た、同じ方が出ていたりとかそういうこともございますので、そう

いった方については改めてもう少ししっかりと裾野を広げて啓発し

ようとか、例えば若い方にご参加いただくときがありましたら

Zoom だとか、そういったことを取り決めながら研修会をやってい

くと。或いはそういうところに参加できるような体制を整えるとい

うことは、市の方針として持っているところでございます。 

 

 解釈の仕方が違うというのは申し訳ないのですが、前川委員が言

われてるのは、館の問題あるいは館の人員不足、研修に出したとし

ても職員が代わり映えがないという部分において、館の中で進めて

きなさいと言われてもできない場合に、現実にそれをどういうふう

に解決したらいいかという部分に関して、今多分挙げても変わって

いかない。人員を増やしてくださいとかそういう形でしか館はでき

ないので、その部分の解決を館でしていくことが難しいので、逆に

例えば研修に出てくださいというならば、出れない状況をどのよう

に改善していくかも市の側で考えていただけないのですかというこ

とだと思うのですが。 

 

 恐れ入ります。分かりました。特に人員的なものにつきましては

村林会長が仰られるように、なかなか増やしてくださいとこちらの

方からお願いしても増えてないという現状というのはご承知かと思

います。その中で前回の会議の中でもお話が出たのですが、特に館

の職員の方々に研修に行かれるということについては、どうしても

館が空になってしまったりとか人が足らないということについては

どんな応援体制をするかというところがあったのですが、それにつ

いては前回もこの審議会の中ではご審議いただきまして、しっかり

と市がそういったところをカバーして、「今日は〇〇館の職員さん

が研修に出られるので、その間総合支所の職員応援に入って対応す

る」というような形で、支所或いは市も考えた上で全体の中として

捉えた上で、そういったところをスキルアップをしていこうという

ことは前回お話をいただきましたので、今回はそういった形で館の

方にもお願いしているところでございます。 

 

 いいかな。上手にあんたら喋りますけど、何もやってないのにそ

ういう言い方ばかりしていたらいけないのでは。口先だけの話ばか
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りで、うちらの北口三でもたった二人でいろんなことを処理してい

るわけ。そこで人員の補充を市にお願いしても、まあお願いと言い

たくないけども、頼んでも結局全然経験もない、同和問題も何も分

からん、そういった者をハローワークで訳の分からない人間が募集

され、二週間もしないうちに辞めると。そんな人間を募集してい

る。そんな人らをこちらが教えていかないといけない。おまけに一

番大事な館長は、こういう場には出席させないとか前回も話にはな

ったけども、その話でも何のことも聞かずに勝手にどんどん決めて

いって、あんたら同和のこと分かってるのか。何にも分からない人

間がずらっと揃ってるんだろ。館長が一番よく分かってるの。それ

をいらんと、その説明して。ちゃんとわかるように。 

 

 その他の項で説明させていただく予定でしたが、今ここでご説明

させていただいたほうがよろしいですか。会長よろしいですか。 

 

 はい。 

 

 恐れ入ります。その他の項で少しお話させていただこうと思って

いたのですけれども、前回この場に館長さんが出ていただけない。

今日はたまたま西本館長さんは、職員さんがどうしても都合が悪か

ったので、館長に代理で来ていただいておりますけれども、その部

分につきましては前回もお話させていただきましたが、この審議会

という場は当然地域の委員さん方になりますが、それ以外に多方面

からご出席賜って委員さんになっていただきます。そういった中で

いろんなご意見を賜るというところの中で、どうしてもそこはしっ

かりと津市、そして市の中でしっかりと受け止めた上で、それを総

合支所と共有し、そして館の方へ下ろして進めていくということは

大事だというふうに考えておりましたので、今回につきましては前

回申し上げましたように、総合支所、そして事務局の方で出席をさ

せていただくということになったわけでございます。当然館のこと

は金子さんが仰られるように、地元の現場にお見えの方が一番ご存

知だということ、そこは僕らも十分理解をしていますのでそこも踏

まえて、今回はこういった形で出席をさせていますけども、それを

踏まえてしっかりと館とは連携してやっていくということで、こう

いった出席体制になっているということでございますので、どうぞ

ご理解をいただきたいと思います。 

 

 いやいや、全然理解できる話とは違うだろ。要は何で一番大事な

相談に来る人を、相談事業ってここ書いてあるけど、うちらなんか
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二人って言ってるやろさっきから一番最初に。いろんなリハビリと

かカラオケとか書道みたいなものとか、いろんなことやってるよ

な。お花とか。それに職員がかかってて誰も対応する人間がいない

じゃないか。その人間を、どんなのかって分かってるのに、その人

間を出席させないというのはなんでかって聞いてるの。 

 

 出席させないというのは、させないというわけではないのです。

今回のこの場というのはそういう場ということで事務局としては捉

えていますので、すみませんがこういう体制でご出席をさせていた

だきますということで。仰ることは十分分かるのですが、この場と

してはそういうことだということで。 

 

 この場はそんな場か。そんな場でうちらみたいな一番人権を無視

されてるような人間が発言したって殆どなんにもない。これにも大

きく出てるだろ。２０２２年２月に１００年差別は無くならないと

新聞に大きく載せられてる。そんなことをやられてるというのはい

っぱいあるの。インターネットでもやられている。そんなことでも

この前にも言ったことがある、何の答えも返ってこないじゃない

か。質問したこと聞いとるだけか。 

 

 決してそのようなことはありません。 

 

 そういうことがあるから言ってるんじゃないか。答えは何も出さ

ずに期間だけ作ってるだけじゃないか。 

 

 前回から館長が出席されない形になって、前回と今回の様子を見

て、その後何らかの形を変えるなり、課題を見つけたその課題をと

いう形でなってますので、今回変えるわけではないので、今回まで

の様子の報告を事務局の方でしていただく必要があるんだと思うの

ですが、それでお話をお聞きしたのは金子委員が仰られたことと

か、上から下りてくるのであれば運営方針を具体的にどうするかっ

ていうことがあって初めて館で考えられると思うので、それをどう

いうふうに伝えてもらって、どういうふうに館が戻してけばいいの

か。或いは館の問題を具体的に支所の方がどういうふうな形で市の

方に上げられて、それをどういうふうに市は解決していくかという

ところが今ではなかったところで明らかになってないので、そのあ

たりを説明できるならお願いしたいと思うのですが。 

 

 はい、分かりました。 
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確かにですね、仰ることはよく分かるのですが、今回こういった

場で頂いたご意見或いは運営方針を前回ご審議賜りましたけども、

それについては当然、前回は支所の職員も出ておりました。その中

で隣保館を所管する支所の職員も同じように聞かせていただきまし

たので、そういったことについては方針に向けてどんな形でやって

いくかというのは、それぞれ私どもや支所そして館の方で共有し

て、そういう場というのは館長会議であったり支所との会議という

のもあります。当然２月にご審議賜りました話、それからご意見賜

ったことについては、その場で持ち帰ってきっちりと支所の方が館

の方にお伝えさせていただくということでございます。 

それぞれの事業については、それぞれの地域の実情ややり方もあ

りますので、そこについては館の方針に基づいてやっていきたいと

思っています。そういった形で頂いたご意見ご要望については考慮

させていただいた上で、それをまたこんな形で例えば課題があると

かこんな形でやっていきたいということについては、支所や私ども

の人権課については館の方から上がってくるという体制は整ってい

ると思っています。 

 

 仰られてることはよく分かるのですが、具体的にどう上がってき

ているのですか。各館いろんな問題を抱えていて、そのことが如何

に上がってきているかというのは自分たちには分からない訳です

よ。どんな形で上がってきていて、そのことはどうなったか。必ず

全部が解決できると思っていませんし、すぐさま出来ないというこ

ともあるでしょうし、そのへんの具体的なものというのは何かある

のでしょうか。 

 

 具体的なものと申し上げますと、先ほどの金子さんのお話でも話

しましたが、人員的な話というのが大きなところで、それについて

は話が上がっています。或いはそのなかで、前回この場で話を申し

上げるつもりでしたが修繕的な話とか、或いはその内容、或いは地

域の中の課題とか。具体的にこうというのは地域によって違います

ので、これあれというのは申し上げませんけど、そういったことに

ついてはこちらの方に上がってきています。ただそれをすぐ解決で

きるかということになると、なかなか難しいところもありますの

で、それぞれそこは館と支所と私どもとで調整しながらやっている

というのが現状でございます。 

 

 多分捉え方の違い方かもしれませんが、地域の具体的な状況を市

が分かるための組織づくりだと自分は思っているのですけれども、
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結局館の考えを市側で考えられなかったら下から上がってくるのも

上から下りるのも、相互性のないままで終わってるんだと思うので

すよ。できるようにしてますよというだけで、具体的には機能しな

い形ではないのかなと。館独自であるというのは分かるのですが、

館独自であるけれども最低限の方針もあればそれは当然何らかの具

体的な目標も出てくるはず、或いは目的としての事業も出てくるは

ずですけども、そのあたりをどのように館の内容を市の側が把握さ

れるのかっていう部分を支所の者がいるからという形ならば、その

支所から今度は市が内容をどういうふうに理解されてるのかってい

うところが分からないのです。それが抜けているのかなって気がす

るので、その点はいかがでしょうか。 

 

 確かに会長の仰ったことはよく分かるのですが、そういう体制作

りはやっているということは申し上げた中でどういった形でという

のと、なかなかお示しするということが難しいなと思ってしまった

のですけれども、すみません、答えが見つかりませんでして。た

だ、そういった形の中でやれてるというかやってるというところ

は、課題をどのように把握しているかとか、どんな課題があってそ

れに対してどうしているかということについては、それぞれ場とし

てはちゃんと設けてますので、放りっぱなしというわけではありま

せんし、そういった形をすでに館を所管する支所はちゃんと把握し

ていますし、そこは私どもも協力しながらやっているというところ

でございますので、そういった形で進めていくということでご理解

いただければと思います。 

 

うちらはこういう目に遭っているということを皆共有して解決し

てって市に申し入れたこと、言うのは当然のことだと思うのでそう

いうのが一番ええ。ただ自分たちのやってることは共有させないよ

うにしてるのか。皆に言われると困るからか。そういうふうに捉え

られるよな、今までのやり方を見とると。例えば北口の保育園の建

て替えの話は十数年前からお願いしていた。雨漏りはするわ、トイ

レは悪いわ、運動場は子どもがよーいドンと走り出したら１０ｍも

走れやん。そんな運動場で健全な子どもは育つと思いますか。遊ぶ

こともできない。うちの運営委員会の集まりでやっと雨漏り直して

もらったと答えてもらったけど、雨漏りだぞ。ずっと雨漏りしてた

んだぞ。これは差別か。なんでや、雨漏りしたら普通直すだろ。本

庁だったら放っておくのか。どうなってるの、ずっと申し入れて要

望書まで出しても返事が返ってこない。それが皆と相談して話し合

いをしてやってる。皆知ってる筈ないだろ。あんたらはそういうや
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り方ばかりやってるの。地域調整室を無くしたのもそうじゃない

か。それまでいろんな話をして、いろんなところを本庁で分かって

もらえるようにしてってしてても、あんたらが勝手に大事な地域調

整室を無くしていく、どこへ話を持っていったらええの市民課でい

いのか。あんたらこんなことも答えられないじゃないか。場を持っ

たら皆が納得すると思ったら大間違い。口先ばっかや。それ言われ

たら何も言えないだろ。現場を見てきてって参事に前言って保育園

の状態どうでしたかって聞いたら、はい見てきましたって答えた。

北口保育園の状態を見てきましたって。どんな状態だったか聞いた

ら、いやいや外から見てきただけだから分からないと。ふざけてる

のか。そんな人間だあんたらは。自分ら給料貰ったらそれでいいと

思っとる。その給料は誰が払ってるの。市民が一生懸命働いた血税

だぞ。そしたらもっと真剣に取り組んだらどうなんだ一体。口先ば

っかで。どれだけ聞いてても口先ばっかりの話。いつでも運営委員

はこうやって運営をやっていますとか、ずっと前に言ったことを言

葉上手に書き換えただけじゃないか。前のにちょっと足しただけ。

ずっと持ってるけど。そんなことで人を集めてやってるって、人を

集めたらやってるんじゃないの。いかに中身が濃いかだ。よく考え

てくれ本当に。地域連携課でもそう。どんどんバラバラにしていっ

て、うちらのことをハッキリ言ってないがしろにしているという

か、だんだんと忘れられてくだろう、人事異動で代わっていくでえ

えやろとか。それではダメだろ。前の職員知ってるだろ。彼はしっ

かりうちらに責められたさ、そしたら変わってくの。なんともなら

ん。一番最初の部長もしていらっしゃる職員さんが言った言葉で

も、うちらそこで話を聞いてお願いしにいったの。それでも辞めて

いったら知らんでは駄目なの。異動という言葉の上で辞めてくっ

て。ちゃんと引き継いでくれないといけないと違うのか。長い問題

なの、同和問題なんて１００年２００年違うの。それを理解して貰

わないと。あんたら自分の子どもが１０ｍも走れない所で運動会を

していたら、一生懸命やってても走れないぞ。自分の子どもがそう

だったらこれ何とかしてくれと思わないのか。雨漏りしてる所で勉

強してるって何が健全だ。もう大概にしてくれ。 

 

 多分館長が出ていた時には、館長から地域のことは直接市に話が

できた可能性がある状態があったのが、今館長が出ていない中で地

域の状況は支所を通して市に上がってくるという形になったから、

その部分が如何に上手く動いているかということがこちらとして分

からなかったら、今回の形の中でこれを進めていこうとするならば

そこをハッキリしてほしいのと、出来ないのならもう一度館長を戻
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してほしいという形にならざるを得ないと思うのですが、いかがで

しょうか。 

 

 ご意見ありがとうございます。会長が仰られているように、前回

と今回はこういう形にさせていただいて、改めて今回ご意見を頂戴

するようでしたら、館長の出席を再度検討させていただくというの

は、前回の会議でもお約束させていただきましたので、今回ご意見

を頂戴しましたので、それに向けて調整をさせていただきます。そ

れにつきましては、事務局の方で調整させていただきまして会長副

会長さんとご相談をさせてください。ただ、館長も一緒に出る場合

ちょっと人数的に増えてしまいますので、会場的な部分はご理解い

ただいた上でということでよろしくお願いします。 

 

前は芸濃でやってたことあっただろ。あの人数の少なさが分かる

か。何であんなに少ないと思う。ここだからまだ何とか来るわけ。

バスに乗り継いで乗り継いで行くってなかなか大変なことなの。そ

ういうことも理解しないといけないだろ。やはり大人数で多ければ

それだけ出席できなかった人が大事なことを言ってくれるかもしれ

ないではないか。そういうことも考えて利便性も考えてほしい。芸

濃はやっぱり遠い。実際にそういうことを考えてほしい。 

それともう一つ。なんで館長の出席をやめたのかって皆さんによ

く分かるように説明してほしい。なんでやめたのか。 

 

 やめたというよりかは、最終的に来なくなったからやめたという

ことになるのですが、仰られましたようにこの場というのは先ほど

もご説明しましたが、委員会の皆様方以外にも多方面の方々にご参

加を賜っていますので、いろんな方々のご意見を頂戴して私どもが

受け止めて、そして支所が受け止めて、ちゃんと所管する館に対し

て伝えると。それを三者が共有しながら進めていくという形を審議

会という場では取らせていただきたいということでしたので、そう

いうことにさせていただいたということでございまして、当然のこ

とながらそのなかでやっぱり館長が必要だというご意見を頂くので

あれば、そこについては改めて考えていかなければいけないという

のは先ほど申し上げた通りですので、そういう形で今回の場という

のはそういう場だというふうに私どもは考えておりましたので、改

めて私ども、そして所管する総合支所がしっかりと、皆様方のご意

見を頂戴した上で、館と連携しながら進めていくというのが理由と

いうことで、前回もお伝えしたところでございまして、ご理解いた
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村林会長 

 

 

 

 

 

 

 

平井次長 

 

 

 

 

 

 

 

 

村林会長 

 

福田委員 

 

 

 

村林会長 

 

だけるかどうかというのは別ですが、そういうことで話をさせてい

ただいたということでございます。 

 

 ご理解いただかなあかんやろ。理解できやなあかん。そうだろ。

先ほど言ったことをあんた頭に入れとかないと。あんたところの参

事がうちらの保育園見にきて、はいちゃんと確認してきましたと言

ってきた。そしたら、外から見ただけだから分からない。そんなこ

とは見てきたことにはならないの。雨漏りの箇所とか、危険な場所

とか、トイレがどうこうだとか、そういう確認がちゃんと見てきた

ということだろ。保育園の状態を外から見てきただけでちゃんとい

ってきましたって言えるの。そんなんじゃあかんから、それこそ一

番よく分かる館長は出席しなければならんだろ。当たり前のことだ

と思うの。どうですか。 

 

 もしこの形を継続するならするでももう一回説明をきちんといた

だきたいのと、館長が戻る形になったとしても今までの単に戻って

くるのではなく、館長がどういう役割というのか、会議の中でどう

いうことを位置づけて或いは発言内容も含めて、このことについて

は館長の方から答えていただくとか、市に上げていただく場面等を

作るのかということも含めて、変更後の部分も単に元に戻すのでは

なく考えていただきたいと思います。 

 

 ご意見としてはよく分かりました。仰る通りでございます。当然

館長が出ますと、それぞれの地域的なものについては館長の方に発

言をさせていただきたいと思いますし、その中で私どもが頂くご意

見、館として支所と人権課、或いは津市全体として捉えなければい

けない意見というのもあると思いますので、それについてはそんな

形で進めさせていただくということで、次回の会議を含めて調整さ

せていただいて、会長や副会長にはご相談させてください。お願い

いたします。 

 

 よろしくお願いします。少し議題から外れていってますが… 

 

 よろしいでしょうか。その他のところで議論に参加しようかと思

っていたのですが、その他のところでもう一回この館長会議につい

て議論していただけますか。 

 

 はい、いたします。 
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村林会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平井次長 

 

 

 

 

 

福田委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 分かりました。 

 

 津市の人権施策審議会がありますよね。その中で隣保館に関して

も多分評価とか進捗状況等をされていると思うのですが、自分がそ

れを見れる範囲で見てる感じとして、すごく現実と自分たちが感じ

ているのとでズレてる感じがするのです。でもあれが市としての評

価になって上がってく部分が、逆にこの審議会では一度も出てきて

ない。その話は出してもらってないし、前回も説明させてもらった

のですが、その内容さえこの会議の中には上げてもらってない部分

があるので、市としての評価とこちらとして感じている評価の差が

すごくある気がするので、そのあたりをすこし調整していただけれ

ばと思うのですが。 

 

 はい、会長のご意見よく分かりました。確かに事務事業評価的に

隣保館の評価というのはさせていただいてますので、その中で事務

的な評価とは現場も含めて地域の方々がお考えになる評価等と差異

があるということでしたら、それにつきましてもこの場でお示しさ

せていただいてご意見を賜りたいというふうに思います。 

 

 いいですか。私随分と委員をやらせてもらっているのですが、一

体自分の役割が何なんだろとずっと疑問に感じながら毎回この会議

に出させてもらっているのですけども、金子さんとか随分鋭く突っ

込んでもらってますが何の効果も表れていないというのが私の評価

です。システム的にどうなんでしょうか。方針というのは前からあ

るわけですけども、方針があってその方針に基づいて実際に事業が

展開されていくのですよね。その評価はどこでどんなふうにされて

いくのかっていうのは、もしかしたらここでの役割かなと私は思っ

ていたのですが、失礼ながら各館から出されている事業報告の一覧

表についてはどなたも触れませんし、この方針に基づいて実際に実

施されている事業なのかどうかというのがずっと私は疑問を持って

いるのです。一般的な文化教養的なことはしてはいけないというわ

けではないですけども、メインにやはりこんなふうに書かれている

方針に基づいて館が運営されていくのであれば、私はどうかなとい

う感じで首をかしげてしまうのです、失礼ながら。うちの館も含め

ての話ですけども。そのあたりのシステムがあって、我々がどんな

役割をさせてもらって、事務局に進言させてもらって、事務局から

各館への指導をどなたがするのかなと。運営方針に則って事業を展

開されているかどうかという評価は、事務局としてどんなふうにお

考えですか。つまり各館から事業報告が出されました。そうしたら
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南条部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総括がされるべきですよね。館ごとに総括をされていると思うので

すが、毎回毎回事業報告の資料が配られてくるのですが、その中に

きっと課題があるだろうと思うのですが。その課題を吸い上げてい

って、今後どんなふうにしていくかっていうことをここで議論した

りするべきではないかなと思ったりしているのですが。もう形式に

流れすぎているのではないですかね。仰ることはよく分かります、

でも中々実際に出来ませんというのがいつもの答えですよね。館を

見に行かせてもらいます、見てきました。でも外から眺めただけ

だ、というその課題は一体どこにあるのだろう。それこそそのこと

について議論すべきではないかと思うのです。それは失礼ながら事

務局の皆さんの部落問題なり同和問題に対する意識がどうあるべき

か、自分にとって部落問題というのはどんな課題なんだろうとい

う、そんな視点で見つめてもらわないと中々人権課は務まりません

よね。恐れながら言わせてもらいますけども。そういうところへ

我々は同和行政をお預けしているわけですよね。そこでやはり住民

の意見を、つまり我々の意見を十分汲み取って貰わないと。あまり

乖離がありすぎるのではないかなと思うのですよね。それは指導し

てほしいと思うのです。この方針に則ってないだろうって。こうし

なさい、相談事業をもっと発展的にしなさいというふうに指導して

もらえたら、こちらは相談事業が活発にできるような人的配置をし

てくださいとか。そんな議論が出てくると思うのです。そこに事業

を発展していって、同和問題や差別が無くなっていく社会づくりに

貢献できるという、自負心みたいなものを持てるのですが、皆さん

はどんなふうにお考えですか。方針出したら具体的なアクションプ

ランみたいなものが出てこないといけないですよね。 

 

 例えば昨年度２回館長会議をさせていただいて、その時に隣保館

の活性化に向けた運営方針というものを４項目出させていただいて

いますので、それぞれについて各館から評価をどれくらい達成でき

ているかを、数値ではありませんがそれぞれを発言していただいた

ということがあり、相談体制という中で言われるように中々研修と

かがあっても行けないという事情も聞かせていただいたりもしてい

ます。それの解決については、例えば総合支所の職員が来ています

が、館で出やすいようにその時には総合支所の人権担当が留守番に

はなりますが、その時間帯はそちらに出向くという形で研修には参

加してもらうようにするとか、というふうな話をさせていただいた

りとか。後、例えば情報発信の充実のところでは館だよりを出させ

ていただいてますが人権に関わる部分が少ないとかがありますの

で、やはり人権の内容をもっと含ませた館だよりを出していただき
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平井次長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

たいというふうな話をさせていただくとか。地域福祉の担い手とし

ていったときに、相談は受けるけどもその相談をどこに繋いだらい

いのかとか、それを取り巻くケア会議なのですが、そういうふうな

会議が分からないというふうなこともありました。今年度について

は、人権センターから研修の案内が来るわけですが、それについて

は館の方にも案内をしておりますが、市役所の中には様々な相談機

関があり援護や生活保護に関する相談であるとか、子どもの相談と

か女性の相談とかという相談の部分がたくさんありますので、そう

いったところに案内をさせていただいて、相談員さん同士が繋がっ

ていくような関係づくりというのも必要になってきますので、人権

課から人権センターから来た案内を人権課だけで研修に参加するの

ではなく、市の内部の方にいろんなところに出ていただくような形

で、相談にかかる者が関係ができていくような方向でということで

案内をして参加を呼び掛けるということをさせていただいたりとか

ということで、館長会議の中から出てきたものが何か次に繋いでい

けないかということで考えてはおります。 

 

 館長会議に関してはその他で申し入れをさせていただきますが、

今言われた部分でもう一つその時に答えていただければいいのです

が、支所の役割がよく分からないのですよ。館長から上げられた部

分を市が考えてとなったときに、支所の職員の方はどういう役割を

果たすのかが分からないので、また後でお願いしたいと思います。 

 では、事項（１）を終わらせてもらってもよろしいでしょうか。

では、事項（２）の令和４年度 隣保館活動報告について、事務局

の説明を求めます。 

 

 はい、市民部次長の平井でございます。 

 それでは、事項（２）の令和４年度隣保館活動報告について、ご

説明させていただきます。本項の資料につきましては、資料の７ペ

ージから８ページにつきましては各館市内１２館ございますけど

も、活動を集約させていただいたものであり、各館のそれぞれの利

用者数は、９ページから２０ページにそれぞれ各館毎に記載させて

いただいております。 

 まず、７ページから８ページでございますが、基本事業について

は４分類になっております。相談事業、それから啓発広報事業、教

養文化講座、そして自主的組織活動事業というところでございま

す。特に相談事業につきましては、人権相談でありますとか、高齢

者の健康不安、子どもの不登校や生活保護や介護保険などが主な内
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村林会長 

 

 

容でありまして、それにつきましては関係機関と連携しそれぞれの

支援などの対応を行ったものでございます。 

また、啓発広報事業につきましては先ほどお話に出ましたが、館

だよりの発行であったり、それぞれの学習会、教養文化講座につき

ましては華道やカラオケ、料理教室等、それぞれ地域のニーズに応

じた教室を。そして自主的組織活動事業については、自治会や老人

会の活動の支援を行ったものでございます。７ページから８ページ

については以上でございまして、それから９ページ目はその数値で

ございます。 

あとですね、資料の２１ページをお願いします。２１ページ以降

は各館の活動内容を、交流事業・連携事業・特色事業に分けて、そ

れぞれ表記させていただいております。 

まず、２１ページから２４ページの交流事業につきましては、各

種団体との交流を図ることで、隣保館の活動をそのものを広く知っ

てもらうためのものでございまして、小中学校或いは地域住民の皆

様方、地域の団体の方々等との交流を深めたものでございます。 

次に、２５から３２ページの連携事業でございます。連携事業に

ついては地区の関係団体の皆様方等と共同で、人権啓発講演会、各

種学習会などを開催し、その啓発に努めたものでございます。 

最後に３３ページから３５ページは特色事業でございます。特色

事業については、各館が独自に取り組んでいる事業でして、各館が

それぞれ地域のニーズにあわせた各種サービス事業や地域学習会な

どを実施しているものでございます。 

 全体としまして令和４年度におきましては、新型コロナウイルス

感染拡大防止の観点から、フェスティバルや学習会など一部の事業

につきましては、どうしても規模の縮小や中止を余儀なくされまし

たが、令和３年度と比べて、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置

のによる行動制限が少なくなったころでございまして、重症化リス

クが低減したことなどから、利用者数については、全体で延べ４

４，７４１名のご利用で、令和３年度と比較しても人数では９，５

０６名の増となりまして、令和３年度と比べまして少しづつ事業そ

のものが以前に比べて戻ってきてるというところになっているかと

思います。 

以上簡単ではございますが、令和４年度の事業の説明でございま

す。 

 

 ありがとうございました。説明はお聞きのとおりですが、ご質問

等ございましたら、お願いします。 
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平井次長  

 

村林会長 

 

 先ほど福田委員が言われたのは、こういう形で全部出されたとし

ても、どこで何をしてるということでしかないので、例えば方針の

中にある事業に対しての評価であるとかというふうに、何らかのま

とめ方をしていただけると、この場で議論しやすいのではないかと

いうことだと思うのですけども。 

 

 すみません。例えば「市民意識調査結果及び人権三法を踏まえた

人権施策の更なる推進」という方針があるわけなのですが、それに

ついて津市としては、隣保館事業の中で出来たのか出来なかったの

か課題は何なのか。どういう形で計画して働きかけたのか何も見え

ないので、自分らとして意見の言いようがない。個々の事業がこう

なりましたっていうだけでは、私らの意見としては「その隣保館が

一生懸命努力してもらえたのだな」と。それはそれで評価します。

ですが津市の事業として、津市の隣保館の総括として、どんな成果

があってどんな課題がある。そこをきちんとした形で提案してもら

わないと意見の出しようがない。そうしないと、次の年に何をして

いったらいいのかというのが隣保館任せやないかと自分らは思って

しまいます。津市としてどうしたいのか、どうしないといけないの

かというのが何もないから、隣保館が独自で考えたものをそれを追

認していったらいいじゃないかという捉え方でしか人権課はしてな

いのかと思ってしまうのですよ。そこをきちんと提示していってい

ただきたいのです。 

 

ありがとうございます。確かに仰る通りかと思いますが、それに

つきましてはそれぞれ資料をもう少しきちんと考えた上で、委員の

皆様方がご審議賜れるように工夫をさせていただきたいと思いま

す。ご意見としてはよく分かりました。ありがとうございます。 

 

 少し乱暴な言い方になりますけども、本来すべきところ、例えば

市がすべきことを支所或いは隣保館に直接業務の内容を振ってしま

っていて、まとめ方もそこでまとめなさいみたいにされると、仕事

量は増えているけども結局は使える形にはなりにくいと思うので、

もう少し整理していただけるとありがたいと思います。よろしくお

願いします。 

 

 ありがとうございます。 

 

 よろしいですか。なければ事項（２）については、終わらせてい

ただきます。 
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事務局(岸

岡) 

 

 

 

 

続きまして事項（３）の令和５年度隣保館事業計画について、事

務局の説明を求めます。 

 

 ありがとうございます。それでは、令和５年度隣保館事業計画に

ついて、ご説明をさせていただきます。 

先ほど運営方針の話が出ましたので、今日手元にお配りさせてい

ただきました運営方針につきましてのご説明については、恐れ入り

ますが割愛させていただきまして、資料の内容からご説明させてい

ただきたいと思います。 

資料につきましては、まず５５、５６ページでございます。各館

の隣保館事業計画につきましては、それぞれ各館の運営委員会の方

で審議されているものと思いますが、その計画により各隣保館は地

域の福祉の向上や、人権啓発の住民交流の拠点となる地域コミュニ

ティ施設として、各種講座や相談業務等を実施しながら、人権・同

和問題の解決に向けて、それぞれの地域の実情に応じた内容の事業

を実施して参ります。この５５、５６ページの計画に基づく、個々

の事業内容につきましては、その一部にはなりますが、資料の３６

ページから５４ページに記載をさせていただいております。特に３

６ページから５４ページにつきましては、事業の分類を行ってお

り、令和５年度からは事業の内容の基準というものを整理させてい

ただきまして、一つ目としては地域団体や関係団体等との交流事業

を「交流・連携事業」と、地域住民の方々や広く市民を対象とした

人権教育、啓発、広報等の事業につきましては「啓発事業」、地域

福祉の推進に関する事業等、地域の実情に応じた事業につきまして

は「各館の特色ある事業」として分類をさせていただいておりま

す。 

それぞれの事業の内容につきましては、私共人権課と各総合支所

の方から個別にご説明させていただきますので、よろしくお願いを

申し上げます。まず最初に、津地域の櫛形市民館、中央市民館、長

谷山市民館及び雲出市民館の４館についての令和５年度の事業につ

きましては説明を今からさせていただきますのでよろしくお願い申

し上げます。 

 

 津地域の隣保館の事業計画についてということで、５５ページを

ご覧いただきますようお願いいたします。 

 まず櫛形市民館でございますが、地域住民の福祉とコミュニケー

ションの向上のために生け花講座、茶道教室、カラオケ教室、手話

教室等の各種講座や講座生の作品の展示等の文化祭を開催、そして

生活福祉や行政等に関する相談を受けていきます。また、地域の状
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況は高齢者が多くなってきているという実情がございますので、地

域交流事業として令和５年度はアコーディオンコンサートと寄せ植

え教室、健康づくり教室等を実施する等、開かれた市民館としての

活動を進めてまいります。また、児童生徒の人権教育に関して情報

交流を通じて人権啓発を推進していくために西郊中学校、櫛形小学

校と連携して、人権フェスティバルの開催を予定しています。 

続いて津市中央市民館でございますが、福祉の向上や人権啓発の

ための各種事業として相談業務、茶道教室、陶芸教室、手芸教室等

の文化教養講座を開催し、人と人との出会いを大切にし、館利用者

とのコミュニケーションを図り、老人会、子ども会等の自主的組織

活動の促進と青少年健全育成に努め、さらに地域に密着した活動を

促進すべきコミュニケーションセンターとして人権課題の解決を図

ります。また、高齢者や少子化に伴う地域団体の活動減による館の

来場者が減少しているというところもありまして、市民館だよりの

発行や普段からの声かけを通して地域のニーズを把握し、一人でも

多くの方に市民館を利用していただけるよう取り組みます。 

続いて、津市長谷山市民館でございますが、市民館を福祉の向上

や人権啓発のための住民交流の拠点となる開かれたコミュニティセ

ンターと位置づけ、生活上の各種相談事業をはじめ、社会福祉等に

関する総合的な事業を推進するとともに、地域及びその周辺地域の

住民に対し、国民的課題としての人権・同和問題に対する理解を深

める活動を行い、地域住民の生活、社会的・経済的・文化的改善向

上を図るべく、隣保館事業を推進していきます。長谷山市民館につ

きましては、相談件数が非常に少ないということもございまして、

習字教室やレクダンス教室、パソコン教室、茶道教室等の講座、伊

勢型紙、老人体操や手芸等の同好会の参加者への声かけや、各種相

談していただけるような相談案内を館だよりに掲載し、それを各戸

へ配布することによって、隣保館の利用促進に努めていきます。 

続いて、津市雲出市民館でございますが、生活、教育、福祉など

さまざまな相談を受けていきます。相談内容の分析を行い、相談の

中にある人権課題を小中学校などの関係諸機関等と密に連携をとっ

て共有し、解決に繋げていきます。現在来館していただいている方

のニーズも的確に把握し、可能な対応や対策を行い、住民が気軽に

立ち寄れるような雰囲気づくりに努めてまいります。生け花、茶

道、カラオケ等の各種講座を開催するとともに、地域交流の促進や

生活及び健康に役立つ知識の習得を目的とした、毎月の地域交流事

業や年１回の文化祭（例年１１月上旬）を実施し、住民交流の促進

に努めてまいります。市民館だよりを毎月発行して、市民館活動を

広く周知するとともに人権啓発につながる内容も掲載するなど種々
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の情報を提供いたします。人権課題解決のために、人権教育課など

との共催で、部落問題を始めとする人権講演会等を開催するなど、

差別意識の解消に取り組みます。地域学習・活動を通じて、小学

生・中学生の人権学習を実施していきます。また、文化・教養講座

などにおいて、参加者の高齢化や体調不良等の理由により参加者が

減少していることから、参加しやすい、また魅力ある教室を開催す

る工夫など研究をしてまいります。 

以上が、津市４館の事業計画でございます。 

 

 続きまして、久居総合支所の方からご説明をさせていただきま

す。 

 

 続きまして、久居総合支所生活課の方から、久居地域は３館の隣

保館がございますが、資料の５５ページから５６ページの久居北口

市民館、榊原市民館、久居北口文化会館の事業計画が上がっており

ますので、詳細を説明させていただきます。 

 まず交流連携事業ということで、資料の３７、３８ページをご覧

ください。久居地域の方では、北口市民館において部落解放と平和

のための会議として、部落問題の入門教室ということで、基礎知識

や差別の現実について学び合う入門講座という形で実施の方をして

いきます。また、中学校と共同連携し、学校人権教育の推進を図っ

ていきます。また、津人教久居支部と連携し人権啓発を推進してい

きます。 

 続いて、啓発事業につきましては４１、４２ページをご覧くださ

い。北口市民館の方では、人権講座と称して年４回、部落問題につ

いての知識、差別の現実、歴史の方を学んでいきます。参考とし

て、令和４年度には人権パネル展と称しまして、水平社の創立１０

０周年ということで、それにかかるパネル展示会の方を開催しまし

た。５年度以降についても何かそういった形で、別の展示等ができ

ればと思っております。北口文化会館の方では、人権啓発ビデオ学

習会という形で、人権に対する意識と知識を高めることを目的に開

催していきます。人権学習としては人権センターとかに赴きまし

て、講義や施設の見学を実施して、人権学習を進めていきます。榊

原市民館の方では、他の２館と同じように、館だよりの発行を行

い、地域への啓発の充実を図っていきます。 

 各館の特色ある事業については、５０、５１ページをご覧くださ

い。北口市民館の方では、デイサービス事業、高齢者健康教室、健

康福祉相談、子ども支援活動の方を行っていますが、特に子どもが

必要なときに助けを求めたり、相談する場所づくりに取り組んでい
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きます。榊原市民館の方では、憩いの集いと称しまして、年３回、

高齢者に対して健康に関する講座の方を実施していきます。北口文

化会館の方ではデイサービス事業として、健康器具の利用はもちろ

んですが、給食サービスというのを月１回実施しています。元気づ

くり教室と称して、健康管理・健康維持のために知識を学ぶ場を提

供していきます。 

 総括として、改善問題として、相談事業の充実、それから関係部

局や団体とも連携をさらに図っていく必要があると考え推進の方を

していきます。説明は以上です。 

 

 続きまして、芸濃総合支所の方からご説明を申し上げます。 

 

 芸濃総合支所地域振興課でございます。５６ページにあります、

１２３４のところの中を見ていただく形でご説明させていただきま

す。 

 一つ目の相談事業についてです。日常での相談活動を通じまし

て、地域住民の方々の様々な課題を把握して、必要であれば専門の

知識を有する機関への取次ぎを実施するなど、迅速かつ的確な対応

を行うよう、引き続き努めていきます。昨年の相談件数は、６ペー

ジにもあります通り１４０件になりまして、学校教員の方からの人

権教育の進め方等も含まれております。 

 二つ目、雲林院社会教育推進委員会との連携についてです。今年

度の人権フィールドワークにつきましては、明後日の２９日に実施

となっておりまして、大阪市住吉区のあさか会を訪ねることになっ

ています。人権講演会につきましては、今年度も開催を予定をして

おります。人権ネットワークに関しては市民人権講座として実施、

委員会も含めて、合計７回の開催を計画しており、その内３回は５

月６月と、今月の３日に開催済みとなっております。 

 三つ目、会館だよりの発行についてです。発行回数は年６回以上

としておりまして、雲林院福祉会館の事業の紹介や事業予定を広く

地域に広報しております。また、誌面の余白を利用して雲林院地区

の歴史を系統的に掲載するなど工夫をさせていただいております。

また、人権啓発の事業の案内については会館だよりで行い、内容の

紹介については雲林院社会教育推進委員会の広報誌である「あすな

ろ」で行わせていただいております。 

 四つ目の文化教養講座についてです。６ページに記載されていま

す通り、音楽講座、編物講座、カラオケ講座、パン・お菓子作り講

座・三味線講座の５講座を実施しています。各講座ともそれぞれ愛

好する人が集まり、かなり中止になることも少なくなり、毎月開催
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されておりますけども、コロナを機に離れた方も多数いらっしゃる

と聞いておりますので、その方をどう呼び戻すかということも今年

度の課題と考えております。 

 雲林院福祉会館の事業計画につきましては以上でございます。 

 

 続きまして、美里総合支所からご説明を申し上げます。 

 

 美里総合支所でございます。津市中野文化会館の事業計画といた

しましては、コミュニティセンターの隣保館として各講座をはじ

め、諸行事において、地域交流を中心とした人権福祉のまちづくり

の強化を図るとしております。また、地域の福祉センターとしての

役割ももっておりますので、関係諸団体との一層の連携を図りなが

ら各種事業の推進を図ってまいります。 

 今年度といたしまして、連携事業といたしまして、地域の方々と

小中学生とのふれあいの場を今年度も実施をしていく予定がござい

ます。また、地域で青年の人権サークル等の組織もございますの

で、そういう方々が中心となって地域の方々、小学生中学生とも含

めて、例年ですと夏祭りを実施していましたが、今年度１１月ごろ

に人権の祭りという形で地域を巻き込んで開催していく予定となっ

ております。 

 啓発事業といたしましては例年通り継続をしておりますが、館だ

よりの発行を行い、啓発等を行っております。 

 特色ある事業といたしましては、これも例年通りではございます

が、旬の食材を取り入れたデイサービス事業を月２回、５月から３

月まで行っております。この中で、午後から人権講演会に行くであ

ったり、市の保健師を招いて健康相談を行っております。 

 以上でございます。 

 

 続きまして、一志総合支所の方からご説明をさせていただきま

す。 

 

 失礼いたします。一志総合支所地域振興課です。担当がちょっと

体調が悪く参加出来ませんでしたので、代理で出席させていただい

ております。西本と申します。 

 川合文化会館につきましては５６ページに概要が書いてございま

す。人権啓発・住民交流の拠点となる開かれたコミュニティセンタ

ーとして地域に密着した各種事業を実施するということで考えさせ

ていただいております。 
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先ほど議論になっております相談事業の充実の部分につきまし

て、地域の方々から安心して訪問していただけるような館づくりを

どうしていったらいいのだろうかということを今年の課題として考

えております。子どもさんたちについても一志東小学校の３年生の

子どもたちが館を訪問してくれたりしておりますので、子どもたち

との交流ということであいさつ運動ということも始めているところ

です。 

生活相談および健康相談員による地域の巡回ということも、更に

充実していきたいと考えております。 

今年の文化祭の開催につきましても、昨年度までは講座の発表と

いいますか展示が主でしたが、従来の形に少しでも近づけていこう

と考えているところです。地域の皆さんも、令和３年度は２１６名

の方が文化祭にお越しいただきました。令和４年度は３４４人とい

うことで、新型コロナの蔓延する前の平成の時代は４００人５００

人７００人という地域の方々がお越しいただいていることからも、

横のつながりが非常に大切だなと考えております。文化祭に来てい

ただくことで、地域の皆さんが川合文化会館も安心して訪問してい

ただける場所という、そんな提供ができるのかなと思っておりま

す。独居老人の方、老々介護、今日本全体を大きく抱える問題でご

ざいますが、横のつながりが非常に大切になってくるのかなという

ところからも、こういう地域に開かれたコミュニティセンターとい

うところも大事になってくるかなと思っています。 

４番目の関係団体への支援協力というところで、ハンサネットと

いう団体、それから一志町の津人教の一志支部との連携ということ

もございます。人権バンドの「びりーぶ」の講演も波瀬地域であっ

たり一志西小学校区であったり、今年度は計画をしているところで

す。先ほども県外研修に行かれるというところで、一志の方でも偶

然同じですけども、大阪の住吉のあさか会へ訪問させていただい

て、地域づくりということについて研修をしていったところでござ

います。 

今年度はもう一つ、ミニデイサービスということで高齢の方々を

対象に、数時間ですが来ていただいて交流をする場所を設けており

ます。高齢の方々は徒歩でのご来館になったりするものですから、

中々来ていただけないところもありまして、こちらから出向いてい

こうということでミニデイサービスのアウトリーチ型ということを

今計画をして、地域の自治会長さんと今相談を進めているところで

す。 

一志は以上です。 
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 続きまして、白山総合支所の方からご説明をさせていただきま

す。 

 

 失礼いたします。白山総合支所地域振興課白山市民会館の大橋と

申します。 

 ５６ページの事業計画ですが、「福祉と人権のまちづくりの拠点

施設」として機能を充実させ、人権・同和問題の解決に向けたコミ

ュニティセンターとしての活動を推進していきます。中身について

は事業別にご説明をさせていただきます。 

 交流・連携事業についてですが、３９ページをお願いします。人

権学習交流会では、地域の団体との交流を通じて、仲間の大切さや

人権意識の向上を図ります。白山町の人権教育をつなぐ会では、実

際の子どもたちのすがたにこだわって、実践教育を行います。 

 啓発事業についてですが、４７ページをお願いします。各種講演

会、人権講座、職員研修会等の開催による啓発活動に努め、津市広

報には「白山市民会館だより」として、市民会館における活動報告

や館からのお知らせ等を含め、隣保館としての役割等を分かりやす

く説明し、事業促進につながるよう思いを込めて年間６回発行しま

す。 

 各館の特色ある事業についてですが、５４ページをお願いしま

す。地域の小中高校生や各団体と協力し、それぞれ学習会等の人権

活動の成果発表の場として人権フェスティバルを行います。夏休み

キッズ学習支援プロジェクトについては、コロナ禍の３年間ほど中

止をしておりましたが、今年度は８月２１日月曜日から２５日金曜

日の期間で開催を予定しております。学習支援に加え、給食提供も

復活させる予定でおります。令和４年度の事業ではまだまだコロナ

禍の影響もあり、縮小や中止となった行事が多くありました。参加

者も伸び悩んだ状況でした。特に相談事業においては、交通手段を

持たない高齢者の足が年々遠のき、事業の停滞につながったことか

ら、令和５年度に向けてはアウトリーチを意識し、関係機関と連携

しながら、家庭訪問の機会を増やす等して、地域福祉の担い手とし

ての機能を発揮したいと考えております。以上です。 

 

 最後に、美杉総合支所の方からご説明をさせていただきます。 

 

 失礼いたします。津市美杉人権センターの前田と申します。津市

美杉人権センターの事業計画をご説明させていただきます。 

 まず、人権課題全般の解決を資するために地区内外のニーズを把

握し、周辺地域または学校区などにおいて地域の特性を活かし、福
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祉と人権のまちづくりを提言していく拠点施設として運営を図りま

す。皆さんご存知の通り、美杉地域というのは他の地域より少子

化・高齢化が進んでいる過疎地域でございます。人口が少ないこと

は課題ではあるのですが、その分住民ひとりひとり生活の細かいと

ころまで気を配れるという捉え方もできると思います。地域全体の

人権啓発を進めるだけではなく、小さな悩みや相談事についても解

決を目指すことで、全ての人が安心して暮らせる地域づくりを進め

ております。 

 １番、館等において生活相談を実施し、福祉と人権のまちづくり

の拠点施設としての機能を充実させます。生活相談業務においては

職員が各地域へ定期的な家庭訪問を館だよりの配布を兼ねて実施

し、特に高齢者、単身世帯の生活課題に沿った対応を図ります。

中々、市民の方が館に来て相談されるというのはハードルが高いと

伺っております。各戸訪問をすることによりまして、話しやすい環

境づくり、個人や地域の課題等を解決を図ろうとすることに努めて

おります。 

 ２番、館等において、「各種講座」及び「交流事業」を開催し、

住民の健康増進や文化教養を高めるとともに、地域住民の交流の拠

点施設としての機能を図ります。交流事業については、これまでパ

ターゴルフ大会とかグラウンドゴルフ大会等を開催しましたが、パ

ターゴルフ大会よりもグラウンドゴルフ大会の方が参加者が圧倒的

に多いため、これは競技ではなく交流を目的とした事業であります

ので、本年度は２回とも比較的参加者が多いグラウンドゴルフ大会

を開催する予定でおります。 

 ３番目、講座生などを対象にした人権学習会、町内７地区での人

権学習会を開催し、人権問題全般に関しての住民の意識の向上を図

ります。講座生を対象にした人権学習会では、やはり中々田舎の高

齢者が多い地域で、特に性的マイノリティとか同和問題、そういっ

た問題に対する皆さんの避ける意識というのがあると感じられま

す。ただ、そういうところを重ねて啓発や学習をしていただかない

と問題というのは解決していきませんので、人権学習会では、あえ

て弱いと思われる部分を中心に何回もくどいほど取り組んでおりま

す。 

 ４番目、小・中学校及び市民を対象に人権作品の募集及び展示を

行い、地域住民への啓発活動を行います。子どもたちから出してい

ただいた作品の中から優秀作品を選定しまして、それを啓発ポスタ

ーにして地域の施設に掲示したり、入選作品を「美杉人権を考える

集い」というイベントがあるのですが、その会場に展示したりして

啓発を図っております。中々子どもも少ない美杉で子どもがこれだ
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け頑張っているというのを大人に見せることで、大人の啓発も図っ

ていきたいと考えております。 

 以上です。 

 

 以上が各館での今年度の事業の説明でございました。 

 今年度におきましては、新型コロナウィルス感染症が５類に移行

したこともございまして、昨年度よりは事業の縮小や中止になるこ

とが減少すると思います、その中で事業計画に沿って、全ての事業

が実施できるように進めていくことで、各隣保館が人権啓発の住民

交流の拠点となる、地域のコミュニティ施設として機能していける

ように取り組んでまいります。 

 説明としては以上でございます。 

 

 ありがとうございました。説明はお聞きのとおりですが、この事

業計画は、各館の運営委員会で審議されていますことから、隣保館

事業としての方向性などのご意見が伺えたらと思いますので、皆さ

んよろしくお願いします。 

 ただ、先ほどからも具体的な方向性に関してということで何人か

からご意見いただいているのですが、他にございますでしょうか。 

 ないようですので、事項（３）については、終わらせていただき

ます。 

 続きまして、「３ その他」でございます。「①前回の審議会で

の課題」の「１）審議会の出席者について」、事務局から何か付け

足すことがあればお願いします。 

 

 特に付け足すことというのはございませんので、先ほど説明させ

ていただきましたし、ご意見賜りましたように、次回以降この部分

につきましては館長のご出席も含めまして、それぞれ事務局内での

調整と会長・副会長さんともご相談させていただいて、次の会議に

備えたいと思っています。 

 

 よろしいでしょうか。福田委員。 

 

 外すって言葉は語弊があるのですが、改革して館長をこの場所に

お呼びしないというふうにされたわけですけども、そもそもどうい

う不都合があったのでしょうか。どういう経緯でそういう流れにな

っていったのでしょうか。 
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 不都合ということでは全然ございません。審議会という場でいた

だいた意見というのは、当然のことながら私ども人権課や総合支所

へ。総合支所は各館を所管しておりますので、そこはしっかりと聞

き取った上で、各館と連携しながら三者がしっかりと隣保館運営に

ついて取り組んでいくという部分の中で、やはりそこをきちっとお

聞きするのが改めて私ども人権課でありますとか、所管する総合支

所が受け取った上でちゃんと館と連携することが重要だと考えまし

たので、そういった形になったということでございます。そこは前

回からご意見を頂戴しているところでございますので、そういった

部分については改めてご意見を頂戴して見直していくということに

なっていくと思います。 

 

 館長が出席しない・するはさておいて、変えられたという理由が

絶対あるわけじゃないですか。その理由が聞きたいと思ったのです

が。だってここでの審議は直接聞いてもらったら情報伝達手段とし

ては要らない訳ですし。 

 

 確かに仰る通りではございますが。 

 

 そのあたりは発端は何だったのかなと。 

 

 逆に総合支所が出ていなかったというか、前回、私どもと館の館

長が出席させていただいたのですが、その間に総合支所がそれまで

出席させていただいておりませんでした。あくまでも隣保館各館を

所管するまず一つのステップは総合支所ですので、総合支所がしっ

かり皆さまのご意見を聞かせていただくということは、そもそも一

つの組織としてというか考え方としては重要であるというところか

ら、そこでちゃんと館を所管する総合支所がしっかりと受け止めた

上で、館と連携していくことが重要であると考えておりましたの

で、館長は出席しなくていいということではなく、私どもと総合支

所とのあり方とか、そういったものをちゃんと理解した上で、もっ

と責任を持ってという言い方が正しいか分かりませんが、館として

運営していくにあたっては総合支所がもっとしっかりと館と連携し

ていくという中で、今回の審議会でのご意見等はしっかりと総合支

所が受け止めるということを踏まえた上で、支所の出席ということ

になった訳でございます。先ほど仰られたように、直接館に対して

ということでしたら館長に仰っていただくというのが一番早いと思

いますし、それは逆に運営委員会さんの方からも仰っていただくの



32 

 

 

 

 

福田委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平井次長  

 

村林会長 

 

 

 

 

平井次長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

も可能だと思います。そこは色々と考えた上でこういう形になった

ということでございます。 

 

 総合支所の方が出席いただくというのは有り難い話だなと思いま

す。中々、それぞれの支所での隣保館の位置づけって結構心理的に

距離が遠いのですよね。幸い白山町は総合支所の中にありますの

で、そういう物理的な距離は無いのですが、それぞれの館は離れた

ところにあるので、総合支所の方々も同和行政の一端として、テリ

トリーに入っているかどうかというのが疑問に感じていますので、

総合支所の方がご出席いただくというのは有り難い話だなと思いま

す。それはよく分かりました。 

 ただ、物理的に狭いとか広いとかという話もあって、単なるそれ

だけの話なのかなって。私の考えで館長さんもおっていただいて、

例えば今事業報告なり計画をいつも提示していただくわけですけど

も、このことについてお聞きしたいときには、実際に事業実施にあ

たっていただいている館長が一番事情をよく分かっていただいてい

るので、即回答を願うわけですけども。 

 とにかくどんな不都合があったのかなとちょっと疑問に思ってい

ましたので。よく分かりました。 

 

 ありがとうございます。 

 

 それでは、１）審議会の出席者について」は、終わらせていただ

きます。 

続きまして「２）隣保館の修繕について」、事務局の説明を求め

ます。 

 

 それでは、「２）隣保館の修繕について」、ご説明いたします。

前回の会議では修繕のところについてご意見は賜ったところでござ

います。たしかに築５０年に近い館もある中で、かなりそれぞれの

館の影響力というものがあるということは承知しておるところでご

ざいます。その中で、予定している施設の修繕であるとか、必要な

修繕につきましては各館、総合支所、そして私どもがしっかりと連

携しながら出来るだけ早く取り組みを進めていきたいと考えており

ますので、それぞれのご意見をまた賜りながらしっかりと要望して

いきたいと思っているところでございます。具体的にこうしますあ

あしますというのは、今この時点で申し上げることは難しいのです

が、しっかりと受け止めた上で、その上で努力をさせていただきま
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すというところで、ご説明をさせていただくというふうに思います

のでよろしくお願いいたします。 

 

 よろしいでしょうか。それでは、「２）隣保館の修繕について」

は、終わらせていただき、「３）館長会議について」、事務局の説

明を求めます。 

 

 それでは「３）館長会議について」でございます。 

 この件は、前回会議の方では触れていただいたところではござい

ます。先ほど、福田委員も仰っていただいたように、館長さんのあ

り方、或いは館長さんがここへ出席されないという部分を含めまし

て、館長会議につきましては前回の２月７日の審議会で、それ以降

まだ館長会議は開催しておりません。この審議会の終わりにすぐ改

めて館長会議を招集させていただきたいと思います。その中で館長

会議につきましては、今回のような審議会の中で頂戴いただいたご

意見やご要望等をしっかりと共有させていただきまして、人権課、

それから総合支所、そして各館が連携して取り組むべきということ

をしっかりと共有すべきと。そして各館の課題はそれぞれ違うと思

いますが、そういったものを共有した上でそれぞれが各館で意見交

換をさせていただいたりとか、各館の運営委員会の皆様と連携を図

ること、或いは運営にあたってしっかりとその部分を重視した上で

取り組んでいただきたいということ等を共有させていただきたいと

ころでございます。 

 また館長会議の内容につきましては、改めてこの審議会の場では

報告をさせていただきたいと思っております。特に館長会議につき

ましては、日ごろから運営委員会を始めまして、自治会の皆様方、

地域の方々としっかりと協力をしながら運営にあたっていただくこ

とで、そこを館として取り組んでいただきたいということを共有さ

せていただいておりますので、それぞれ委員の皆様につきまして

は、恐れ入りますがご指導、そしてご協力賜りますようよろしくお

願い申し上げます。 

以上でございます。 

 

 ありがとうございました。説明はお聞きのとおりですが、ご質問

等がございましたら、お願いします。 

 

 しつこいようですけども、館長さん方はここに出席することにつ

いてはどんなふうにお考えなのでしょうか。なんで出席したらいけ

ないのかっていう話は出なかったのでしょうか。 
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そういうことではないと思うのですが、この形で進めるというこ

とは館長さん方にもご了解をいただいた上ですので。ただ、ご意見

をいただいているということは、当然館長さんには前回の会議を踏

まえて支所の方から伝わってる筈ですので、そこは館長さんの中で

もご意見として承っていることを把握しており、そういうふうに思

っているというふうに思っています。 

 

 形ですけども、ここへ出ていただいて館長さん方は随分苦痛だっ

たと私は思ってるのですよね。発言権がないわけではないのです

が、我々フラットに議論ができなかったという側面もあってです

ね。ここだけでは分からない部分を館長さん方に質問したりみたい

な形でしたよね、あれではちょっとしんどいかなという感じはしな

いでもなかったのですが、そのあたりはどうなのでしょうか。 

 

 確かに館長さん方一人ひとりにどうだったかというところまでは

聞き取っていないというのは事実でして、それについてはどう考え

ていくか。ただ、館長さんがここに出席させていただくことによっ

て、当然プラスになると思っておりますので、そこについては館長

さんと改めて館長会議の中で、本日もいただいたご意見もございま

すので、しっかりと議論させていただいて、次に繋いでいきたいと

思いますし、もしよろしければそれぞれの運営委員会の方にも発言

を賜った上で、館長さんのご意見を聞いていただくのも一つかなと

思いますので、よろしくお願いします。 

 

 総合支所の職員も人権担当ですので、自分の地域の館の方向性で

あるとかっていうのは、総合支所の職員も知っていて当たり前とい

うふうに思いますし、今言われたことが館長しか答えられないので

はなく、総合支所の職員であったり津地域であれば人権課の職員が

この館の今回の計画はこうなんですよっていう形をこちらとしては

あげさせていただきたいと思っていたわけですが。ですので、館長

を外したというわけではなく、人権担当の職員がもっと館の在り方

について共有して、計画をどのようにあげるっていうような責任を

持って答えられる関係でありたいなというふうに思っていたところ

です。 

 

 そのことについて私は大いに賛成で、もっと幅広く自分のものに

していただきたいという思いを持っておりましたので。ただ、館長

さんとしてどうなんだろうかと。ここへ出席しない代わりというわ
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けではあるのかどうか分かりませんが、館長会議というのは今まで

してこなかったのですよね。ずっとあったのですか。 

 

 はい、年２回程。ちょっとコロナで２年くらい止まっていた時期

もありましたが、去年は２回させていただきました。 

 

 いいですか。 

 

 はい、どうぞ。 

 

 先ほど彼が言いましたが、それ例えば北口の館長に聞いたか。あ

なたはどうですか、どういうふうに思って見えますかって聞いた

か。 

 

 それは聞いてないです。全部の館長さんには聞いてないです。 

 

そうだろ。なんでそう思うって、あんたら勝手に自分で思ってる

こと言ってるの。あんたらが誤魔化してばっかりじゃないか。こっ

ちはしっかり聞いてるよ。あちこち聞いてるの。なのに、なんでそ

んなこと言ってるの。嘘ばっかり言って。そんな人間ばかりだから

何も考えてないの。給料貰ったらそれでいいと思ってる。よく考え

ろよ。切羽詰まっとることいっぱいあるよ。例えば失礼なこと言う

けど、久居の総合支所に代わってきた生活課の課長でも、こちらが

出向いたらいなかったの。だから金子が来たから連絡くれって言っ

ておいたんです。この間課長が運営委員会に来たんで話したの。下

向いて何も答えなかったわ。なんで連絡してくれなかったのかって

言っても何も言わない。ただ下向いてるだけ。そんな人事なの、適

材適所じゃないわけ。もう逃げてばっかりなの、こういううちらの

問題からは。何でかって言ったら関わりたくないの。皆そうなの。

うちらをそういう目で見てるから。なるべく遠ざかりたい。本庁へ

行くと、大抵の偉いさん、部長や次長さんはまず下向く。なんで下

向くの、お前、嫌だから下向いてるんだろって言ったら、いやそん

なことないですよって。何で下向いたんだって聞いたら、全然気づ

きませんでしたのでと。何言ってるんだ。そんなことばっかり。何

でかって言ったら、はっきり言って自治会問題あったでしょ。あの

件でこっちはしっかり言ったことがある。ここで敢えて名前を出す

のも可哀想だから出さないけども。これは全部私の責任ですといっ

た人間が異動してしまったからそこに行って怒ったよ。お前、全部

自分の責任って言ったならあの問題ちゃんとしろ、同和問題でもそ
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うじゃないか。あれだけうちらの税金を余分に使ったのかって。自

分の責任だったらしっかりやれよ。それは私が勝手にできる話では

ないって言ってきた。何を言ってるんだ、自分の責任だったって言

ったじゃないかってこっちは言ったの。私が全部決めたって言って

たのに。そんな逃げ方ばかり。だから今あんたらが言ってることと

一緒なの。何を言ってるんだ。そんなことばっかり。 

 

 ８月に館長会議をさせていただきますので、その時に館長の方か

らご意見をお聞きしますし、また総合支所の…。 

 

 ただな、申し訳ないけど圧力かけるような聞き方はするなよ。こ

れから頼むに。それだと自分らがまたはぶけにされるとか、そうい

う目に遭うと敵わない。そう思うじゃない。市長に反論するとやっ

ぱりいじめられるからな。だからそれは敵わんわけさ、みんな。だ

けど内部統制室の問題もそうだけども、４階へわざわざ移して。ち

ょっと行ったときは内部統制室は怖いところだと思った。殆どの人

間は怖がるよ。そして部長や次長や課長に聞いてみたら、とても行

けるところじゃありません、一回も行ったことありませんと。あれ

は市長の親衛隊。俺らはそう思ってる。そうだからダメなの。賢い

人かもしれんよ。だけども津市のことを考えてもらわないと。だか

ら賢い人もいれば弱い人もいるから世の中成り立ってるわけでし

ょ。建設作業員もいるから家が作れるの、ビルもできるの。だから

考える人ばかりではだめなの。そういうことを考えてもらわない

と。次長が言った言葉は普通に聞けば上手く喋ってる。だけど口先

だけの話ばかりを聞いてるだけ。こっちは直に嫌なこと言われても

ヘッチャラなの。ちゃんと税金も払ってるし、別にいいの。だから

嫌なことでもちゃんと聞く。そうしないといけないから。これは本

当に皆さん、わいわい言ってるのは数人だけど、本当に思ってるこ

とちゃんと言わないと。そうしないとちっとも変わらないよ。岡山

委員のところでもそうだけども可哀想に。一志なんて何にもしても

らえないよね。もうびっくりするよ。南条さん、例えば彼のところ

の事務所を南に突き当たっていくと、当然線路へ行くよね。線路渡

るのに普通は向こう側に道があって、信号があるのが普通やけど、

とても危ないわけですよ。白山も同じところあるよ。あんなところ

でも言ってもちっとも直そうとしない。言っとくけど、事故が起こ

ってしまったら終わりよ。うちらのとこみたいに。一回人が死んで

しまったんだから。危ないから早く直してあげろよって何回も言っ

た。予算があるから議会にかけないといけないですって。それは分

かる。だけども人が死んだんだから。池の横の土手の細い道を通る
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から滑り落ちしてしまったの。それから２か月の内に今度はまた２

人死んだ。誰が責任を持つの。だから怒りに行ったよ。前から言っ

たのにどうするの、死んだ人間はどう思うって言ったよ。そした

ら、こちらが責任を負いますから、人に言わないでくださいって。

なんだそれは。市長のところに行かないようにしている。そんな話

ではだめだろ、だからまた２人も死んだんだろ滑り落ちて。そうや

って責任を取ろうとしない。申し訳ないけど、さっきの総合支所の

いろんな話聞かせてもらってても、あっそうかと思う程度でしょ。

これはこうしないといけないと言われても実際が分からない、あん

なの良いことばかり並べただけだ。実際何もしてあげていないじゃ

ないか。道なんてガタガタ。美杉でもそうだし。美里も一志も直す

ところばかり。舗装なんて３年だぞ。道でもそうじゃないか。ちっ

とも直してあげてないじゃないか。彼らは言いたいこと多分いっぱ

いあると思う。言わないけど。言っても何もしないからだと思うけ

ど、ちゃんとしないと。事故起こってからでは遅いよ。だから限ら

れた予算だけども、もっとこうしてほしいああしてほしいと思うと

ころは市民はいっぱいあると思うの。こういうふうにやりたいこと

があるのでやりますってあんたらが書いてあっても、それは直に聞

いてやりますかって話。やれませんけども言ってくださいってして

るだけじゃないの。誰でも希望は出すよ。でも実際はやっていって

ほしいの。地域懇談会でもうちらでも二割だけよ、たった。あれは

はっきり言って市長の選挙違反じゃないの。無茶苦茶よ。だからあ

んたら市長につかわれてるわけじゃないんだから、あんたらも大事

な一票を持ってるんだからよく考えてよ。それから本当に津市のこ

とを思って考えてくれないと。コストコ問題でもそうじゃないか。

うちらのところでも大きな問題になったよ。なんであんな千載一遇

のチャンスを逃すの。亀山に持っていかれているじゃないか。なん

でしないのか。考えられないことばかりだわ。だからよく考えて

さ、あんたらも大事な一票を持ってるんだから本当に市民のことを

考えて。自分の出世のことは横に置いておいてもらわないと。お願

いしますよ。 

 

 隣保館の活動の中で、支所の方がいろんなところで関わっていた

だいて参加もしていただいてますが、依然として支所の職員の参加

はほとんどありません。これを言うと担当者に負担がかかってしま

う気がするので、担当者の問題ではなく、もう少し市全体として支

所に勤めている方も当然そうですし、そこに住んでみえる方も当然

いるわけで、その方たちにもう少し意識を持って参加していただけ

ればと思いますのでよろしくお願いいたします。 
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ちょっと聞きたいのですが、人権講演会とかそういった学習会的

なものがあると思うのですが、あった時って人権課が他の課の方に

も何らかの形で呼びかけってしていただいていますか。 

 

 啓発的なことですよね。 

 

 啓発的なことも、学習的なことも…。 

 

 例えば文化会館でこんなことがあるので、他の課にも呼びかけを

っていうことですよね。 

 

 人権課が中心になってもらわないといけないんだけども、他の課

の方にも参加をしてくださいっていうような呼びかけというものは

していただいてるのでしょうか。 

 

 全体の掲示板をそれぞれ持ってますので、そこに向けて入力し

て、ここでこういうことがあります、と。そういうことはします

ね。 

 

 入れるだけなのね。言葉ではお願いしたりはしないわけですね。 

 

いや、言葉で参加してください、ということは書いてあります。 

  

そういう参加的なことはどうですか。本庁の方は。 

 

 すみませんが、そこまで把握していません。誰が何人参加してい

るかってところまでは把握していません。 

 

 何が言いたいかというと、事務的な処理はおたくらいい大学出て

るだろうし誰でもできると思うんです。でも各支所に人権課がある

わけじゃないですか。事務的な処理は出来るかもしれない。けどこ

ちらから言わせてもらったら、そんなのどうでもいいの。部落差別

というのは国民的課題なんだから、もうちょっと勉強してほしい。

心が分からないから事務的な処理しかできずにいろんな問題が起き

るの。そう思う。もっと誰が来てもいいように、皆が呼びかけても

らって、そういう講演会や学習的なことに参加してもらって、もう

ちょっと理解を深めていただきたいと思っています。言わせてもら

いますけど、一志は全然知らないですよ。本人もそうだって言って

ますよ。けどもそれなりにはしてくれてる。一回言ってやろうかと



39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

村林会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福田委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

思った時もあったけど、言ったらだめだなと思ってずっと辛抱して

いるのですけど。ちょっと程度が低いと思う。事務的な処理は、お

たくら賢いんだから誰でもすると思うよ。でもそういう誰が来ても

いいように、多少なりとも国民的課題と言われてることなんだか

ら、皆がもっと学習的なことをしてほしいなと思います。そうじゃ

ないと事務的な処理だけをしてもらってるだけになりますよ。今の

話も全部そうだと思うんです。気持ちが分かってもらってないから

分からない部分が大いに出てくると思ってるので、そこをよろしく

お願いします。 

 

今言われたことで、部落問題を被差別部落だけの問題ではないっ

てことを割と認識してもらっていない。だから、現実に日常的に起

こっている差別の事象を具体的に、本当は皆考えなければいけない

のでしょうけれども、中々そのことを出せないっていうのがあるの

ですけれども、日常的に起こっている場所というのは別に部落で起

こっているわけではなく、街中のレストランであったりバス停であ

ったりっていうところで差別発言があったりしてる部分っていうの

は、そのことが出てこないから日常的にあるんですって言われてい

てもピンとこない人の方が多いというのと同じように、せめてその

あたりは行政の方でしっかり掴んでいただいて、出せるものは地域

に出していただけると皆で考えていけると思いますし、そのことが

一番の啓発だと思いますので、是非よろしくお願いいたします。 

 

 一言よろしいでしょうか。 

 部落問題を捉える時に、自分たちだけの問題ではないと会長が仰

りましたが、部落民が差別されるために先に生まれてきたわけでは

ないわけですよね。加差別側の人間が極端な話全部消えたら部落差

別は消えるのですよね。差別する側の問題ですよね。いじめを例に

すると、いじめられる側に課題があるわけではないですよね。いじ

める側の課題なんですよ。そういう論理から言うと、部落民は頑張

らなくていいんですよ。差別する側の心の問題ですよね。というふ

うに論理を展開していかないと、いつの間にか自分たちの問題とい

うふうに捉えてしまって当事者が一体誰なのかとなった時に、当事

者は差別する側に生まれた人側の課題なのですよ、実は。差別する

側の論理とされる側の論理があると思うので、そのあたりの矛盾を

きっちり整理していただきたいと思います。マジョリティである差

別する側の人間にわざわざ頼んで生まれたわけではないでしょうけ

ど、つまり部落外に生まれたということは、差別するという原罪が

日本の国には作られていたのですよね。歴史的に。そのあたりをき



40 

 

 

 

 

 

 

 

岡山委員 

 

 

 

 

 

 

 

南条部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

村林会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ちんと踏まえてもらわないと。特に、事務局で同和行政をしていた

だいている方にとっては、この問題は可哀想な部落の人たちの問題

だとどこかで刷り込まれていたとしたらそれは間違いで、部落差別

の問題は絶対にする側の問題なんですよね。そのことだけ蛇足なが

ら。 

 

 それに少し付け加えで、今仰っていただいたように、差別する側

の問題です。そうですが、我々は差別されない権利を使用する権利

があるわけです。その差別されない権利をここで主張しているだけ

であって、あくまでも差別する側の問題だと思いますけど、差別さ

れないという法の下の平等ということとしたら何で差別されるのか

と。されないという権利を言っているだけですので、そのあたりも

よろしくお願いします。 

 

 いろいろとご意見を聞かせていただきありがとうございます。 

 先ほど言われましたマジョリティの話ですが、今マジョリティ特

権という話というのもよく出てくるわけですが、研修の中で新規採

用職員研修であるとか、２・３年目の研修だったり副主幹の研修と

かいろんな研修があるのですが、その中に人権研修を入れさせてい

ただくように積極的にさせていただきまして、その中で人権という

ことに対して人権はする側に問題があるということで、それぞれや

らせていただいてるところです。いろいろな項目の研修の中で、主

幹級のものが研修の講師をさせていただいていますが、すごくよく

分かったとか人権研修が一番よかったっていう感想もいただいてい

るところです。もっともっと研修の機会を増やしてまずは職員が人

権の意識を持てるような環境を作っていきたいと思っていますの

で、どうぞよろしくお願いします。 

 

 今仰っていただいたことの延長上で、隣保館でする啓発事業って

自分からすればあまり意味のないことですが、本来はそこが中心に

なってと言われているので、雲林院ですけども隣保館だけではなく

隣保館から出て支所の会議室からしてもらって庁全体に呼び掛けら

れるといった形でしていくようなことをしないと、本来の形を保て

ないのです。ただそのことを行政の方々にも分かっていただいて、

隣保館で頑張れではなく、当然隣保館はする事業の中で或いは考え

や意識を持ってしてますけども、そのことを伝えていける場所を隣

保館以外の場所でどうやってしていくかは、隣保館ではもうできな

いので、是非協力して考えていただきたいと思います。よろしくお

願いします。 
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すみません、時間が大分押してきましたのでこの件はこれでよろ

しいでしょうか。後その他で何かございますか。 

 

 一点だけよろしいでしょうか。人権施策基本方針がパブリックコ

メントが終わって改訂されるということで、この隣保館事業と人権

施策基本方針の改定とどのような整合性があって、どのようなこと

を求められていくのかっていうことを次回の時にははっきりした形

で提案していただけるとありがたいと思います。 

以上です。 

 

 分かりました。 

 

 よろしいでしょうか。 

 ないようですので、最後に、事務局何かありましたら、どうぞ。 

 

 恐れ入ります。長時間のご審議ありがとうございました。 

事務局の方から次回の件につきましてご説明させていただきま

す。次回ですが昨年度もそうですが、２月が大体会議の開催時期で

ございますので、年度末にはなりますが２月の開催時期までに調整

をしながら開催を進めていくと思っております。また改めてご連絡

させていただきます。その時に、今回いただきましたご意見等を踏

まえまして会議に出させていただきますのでので、どうぞよろしく

お願いいたします。事務局からは、以上でございます。 

 

委員の皆さんにはいろいろご意見をいただきました。また、審議

にご協力をいただき、誠にありがとうございました。進め方がまず

い部分もありまして時間が大分長くなりましたことをお詫び申し上

げます。 

これにて令和５年度第１回津市隣保館運営審議会を閉会いたしま

す。皆さま、どうもお疲れさまでした。 

 

 


